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高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防

接
種
後
、
免
疫
を
獲
得
す
る
ま
で
２

週
間
程
度
必
要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
接
種
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前
に

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
に
連
絡
し

早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

対　
象　
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

接
種
日
当
日
に
次
の
い
ず
れ
か
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
方

○
65
歳
以
上
の
方

○�

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
臓
、
腎

臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

の
機
能
に
障
が
い
が
あ
る
方

※
機
能
障
が
い
が
あ
る
方
は
、
医
師

の
診
断
書
ま
た
は
身
体
障
害
者
手
帳

（
１
級
程
度
）
の
写
し
な
ど
、
接
種

対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る

資
料
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

接
種
期
間　
10
月
１
日
～
平
成
30
年

２
月
28
日
㈬

自
己
負
担
額　
１
，
７
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
町
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
係
る
費
用
が
全
額
助

成
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
印

鑑
、
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
（
保

険
証
な
ど
）
を
持
参
し
、
さ
く
ら
館

ま
た
は
保
険
健
康
課
、
出
張
所
で
事

前
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

公
費
負
担
に
よ
る
接
種
回
数　
１
回

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所

　
申
し
込
み
が
必
要
と
な
る
の
は
、

平
成
30
年
度
に
初
め
て
対
象
乳
幼
児

の
入
園
を
希
望
す
る
場
合
で
す
。

　
在
園
児
に
つ
い
て
は
、
通
園
し
て

い
る
園
に
就
労
証
明
書
、
税
務
資
料

な
ど
の
関
係
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

対　
象　
５
か
月
～
５
歳
児
（
平
成

24
年
４
月
２
日
～
29
年
11
月
１
日
生

ま
れ
）
で
、
乳
幼
児
の
保
護
者
の
い

ず
れ
も
が
、
次
の
項
目
の
い
ず
れ
か

の
事
情
に
あ
る
場
合

○�

就
労
し
て
い
る
場
合

○�

出
産
・
病
気
・
負
傷
・
心
身
に
障

が
い
が
あ
り
、
児
童
の
保
育
が
で

き
な
い
場
合

○�

長
期
に
わ
た
る
病
人
や
心
身
に
障

が
い
の
あ
る
人
の
介
護
を
保
護
者

が
常
時
行
っ
て
い
る
場
合

○�

火
災
・
風
水
害
・
地
震
な
ど
の
災

害
に
遭
い
、
そ
の
復
旧
ま
で
の
間

実
施
医
療
機
関　
町
内
医
療
機
関
、

小
田
原
医
師
会
ま
た
は
足
柄
上
医
師

会
医
療
機
関
（
要
事
前
予
約
）

照
会
先　
さ
く
ら
館

�

☎
８
５
―
０
８
０
０

第
42
回
芸
能
発
表
会

日　
時　
10
月
15
日
㈰
13
時
～

場　
所　
仙
石
原
文
化
セ
ン
タ
ー

内　
容　
箱
根
に
伝
わ
る
子
ど
も
ば

や
し
、
獅
子
舞
、
太
鼓
な
ど
の
発
表

照
会
先　
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

�

☎
８
５
―
７
６
０
１

国
民
健
康
保
険
の

減
免
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
震
災
や
風

水
害
と
い
っ
た
災
害
で
被
災
し
た
場

合
や
、
失
業
な
ど
に
よ
り
所
得
が
前

年
に
比
べ
て
著
し
く
減
少
し
た
場
合

に
、
保
険
料
の
軽
減
・
減
免
お
よ
び

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
一

部
負
担
金
の
支
払
い
を
猶
予
ま
た
は

減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
や
一
部
負
担
金
の
支
払
い

が
著
し
く
困
難
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
非
自
発
的
失
業
者
に
係
る
保
険
料

の
軽
減
措
置
】

　
非
自
発
的
失
業
（
離
職
）
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方
の
保

険
料
を
、
失
業
（
離
職
）
か
ら
一
定

期
間
、
前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０

分
の
30
と
し
て
算
定
し
、
賦
課
し
ま

す
。

※
給
与
所
得
以
外
や
、
同
じ
世
帯
に

属
す
る
他
の
被
保
険
者
の
所
得
は
、

通
常
ど
お
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

確
定
申
告
な
ど
を
さ
れ
て
い
な
い
方

で
、
所
得
が
確
定
し
て
い
な
い
方
は

軽
減
と
な
り
ま
せ
ん
。

対　
象　
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
方

◎�

離
職
時
点
で
65
歳
未
満
で
あ
る
こ

と
（
離
職
日
が
65
歳
を
迎
え
る
誕

生
日
の
前
々
日
ま
で
）

◎�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
持
っ

て
お
り
、
特
定
受
給
資
格
者
（
離

職
理
由
コ
ー
ド
11
・
12
・
21
・
22
・

31
・
32
）
ま
た
は
特
定
理
由
離
職

者
（
離
職
理
由
コ
ー
ド
23
・
33
・

34
）
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

◎�

離
職
日
が
平
成
21
年
3
月
31
日
以

降
で
あ
る
こ
と
。

軽
減
期
間　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
、
離
職
日
の
翌
日
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
末
、
ま
た
は
国
民

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
ま
で
の
期
間

※
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受
け

る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
会
社
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
な
ど

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す

る
と
終
了
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
初

の
失
業
軽
減
か
ら
2
年
以
内
で
あ
れ

ば
、
国
民
健
康
保
険
脱
退
後
に
再
加

入
す
る
場
合
は
、
再
び
軽
減
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
を
持
参
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
照
会
先　
保
険
健
康
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
４

指
定
管
理
者
募
集

　
来
年
度
に
更
新
時
期
を
迎
え
る
町

内
施
設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
施
設　
八
丁
駐
車
場

募
集
要
項

◎
配
布
開
始
日　
10
月
2
日
㈪

◎
配
布
場
所　
財
務
課
（
8
時
30
分

～
17
時
15
分
。
土
・
日
曜
日
、
祭
日

を
除
く
。）

募
集
説
明
会　
10
月
10
日
㈫

�

※
予
定

照
会
先　
財
務
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
３

新
就
学
児
童
の

保
護
者
の
皆
様
へ

　
来
春
小
学
１
年
生
に
な
る
お
子
さ

ん
を
対
象
に
、
健
康
診
断
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
必
ず
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

対　
象　
平
成
23
年
４
月
２
日
～
平

成
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

就
学
先
（
兼
会
場
）・
健
診
日

　
湯
本
小
学
校
・
10
月
26
日
㈭

　
箱
根
の
森
小
学
校
・
11
月
1
日
㈬

　
仙
石
原
小
学
校
・
11
月
16
日
㈭

そ
の
他　
該
当
す
る
家
庭
に
は
、
10

月
中
旬
に
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。
通

知
が
届
か
な
い
場
合
や
、
当
日
、
都

合
が
悪
く
欠
席
す
る
場
合
は
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

�

☎
８
５
―
７
６
０
０

プレママ・パパ　　
　　（出産育児）教室
日　時　10月25日㈬
　　　　13時30分～16時
場　所　さくら館
内　容�　お産や母乳育児についての話、

赤ちゃんの沐
もく

浴
よく

実習
対　象　これから母親、父親になる方
持ち物 　母子健康手帳、筆記用具、エ

プロン
申込方 法　10月18日㈬までに電話で申

し込んでください。
申込・照会先　子育て支援課
 ☎85－９5９5

平
成
30
年
４
月
入
園

町
立
認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
・

幼
稚
園
児
を
募
集

保
育
が
で
き
な
い
場
合

○�

求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

を
し
て
い
る
場
合

○�

就
学
し
て
い
る
場
合

○�

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合

○�

8
時
30
分
か
ら
14
時
ま
で
の
教
育

標
準
時
間
入
所
を
希
望
す
る
子
ど

も
（
1
号
認
定
）
を
持
つ
場
合

（
従
来
の
幼
児
学
園
の
幼
稚
園
に

入
所
を
希
望
す
る
場
合
）

保
育
時
間　
次
の
時
間
中
、
保
育
・

教
育
が
必
要
な
時
間

・�

月
～
金
曜
日　
７
時
30
分
～
18
時

30
分

・�

土
曜
日　
８
時
30
分
～
16
時
30
分

申
込
方
法　
入
所
申
込
書
な
ど
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
入
園
希
望
の
認

定
こ
ど
も
園
ま
た
は
保
育
所
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
認
定
こ

ど
も
園
、
保
育
所
、
子
育
て
支
援
課

で
10
月
16
日
㈪
か
ら
配
布
し
ま
す
。

受
付
期
間　
11
月
6
日
㈪
～
11
月
21

日
㈫

※
受
付
期
日
を
過
ぎ
て
か
ら
の
応
募

は
、
２
次
選
考
対
象
と
な
り
ま
す
。

提
出
書
類

・�

支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
所
等
入

所
申
込
書

・�

事
業
所
か
ら
の
就
労
証
明
書
（
病

気
や
出
産
の
場
合
は
、
医
師
の
診

断
書
な
ど
）

・�

児
童
健
康
調
査
票

・�

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明

す
る
書
類
（
１
号
認
定
こ
ど
も
は

提
出
不
要
）

・�

保
護
者
の
平
成
29
年
度
県
民
税
・

市
町
村
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証

明
書
な
ど
（
平
成
29
年
1
月
1
日

現
在
で
町
内
に
居
住
し
て
い
な
い

方
が
対
象
。
ま
た
、
同
一
世
帯
で

収
入
の
あ
る
家
族
が
い
る
場
合
は
、

そ
の
分
も
必
要
）

※
書
類
に
不
備
、
不
足
が
あ
る
場
合

は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

後
日
提
出
書
類　
保
護
者
の
平
成
30

年
度
県
民
税
・
市
町
村
民
税
課
税

（
非
課
税
）
証
明
書
な
ど
（
平
成
30

年
１
月
１
日
時
点
で
町
内
に
居
住
し

て
い
な
い
人
が
対
象
。
同
一
世
帯
で

収
入
の
あ
る
家
族
が
い
る
場
合
は
、

そ
の
分
も
必
要
）

そ
の
他　
家
庭
の
事
情
に
よ
り
５
月

以
降
に
入
園
を
希
望
す
る
場
合
は
、

入
所
申
込
書
に
資
料
を
添
付
し
、
入

園
希
望
の
前
月
15
日
ま
で
に
希
望
す

る
認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

箱
根
幼
稚
園

対　
象　
３
～
５
歳
児
（
平
成
24
年

４
月
２
日
～
27
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

※
幼
児
の
保
護
者
が
町
内
在
勤
の
場

合
も
入
園
で
き
ま
す
。

保
育
時
間　
月
～
金
曜
日
の
８
時
30

分
～
14
時

預
か
り
保
育
時
間

　
箱
根
幼
稚
園
で
は
預
か
り
保
育
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
29
年
度
か
ら
２
年
間
、

預
か
り
保
育
料
の
上
限
月
額
を
設
定

し
、
働
く
家
庭
を
さ
ら
に
支
援
し
て

い
ま
す
。

・
通
常　
14
時
～
16
時
30
分

・
延
長
（
必
要
に
応
じ
て
実
施
）

　
早
朝　
７
時
30
分
～
８
時
30
分

　
夕
方　
16
時
30
分
～
17
時
30
分

・�

預
か
り
保
育
料　
１
０
０
円
／
30

分
　

�

月
上
限
額　
一
世
帯
４
，
０
０
０

円

申
込
方
法　
入
園
願
書
な
ど
に
必
要

事
項
を
記
入
し
関
係
書
類
を
添
え
て
、

箱
根
幼
稚
園
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

願
書
は
箱
根
幼
稚
園
、
子
育
て
支
援

課
で
10
月
16
日
㈪
か
ら
配
布
し
ま
す
。

受
付
期
間　
11
月
6
日
㈪
～
11
月
21

日
㈫

提
出
書
類

・
入
園
願
書

・
支
給
認
定
申
請
書

・�

保
護
者
の
平
成
29
年
度
県
民
税
・

市
町
村
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証

明
書
な
ど
（
平
成
29
年
1
月
1
日

現
在
で
町
内
に
居
住
し
て
い
な
い

方
が
対
象
。
ま
た
、
同
一
世
帯
で

収
入
の
あ
る
家
族
が
い
る
場
合
は
、

そ
の
分
も
必
要
）

後
日
提
出
書
類　
認
定
こ
ど
も
園
・

保
育
所
に
準
じ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

照会先　子育て支援課　☎85－9595
認定こども園

湯本幼児学園　　☎85－5444
仙石原幼児学園　　☎84－8３86

保　育　所
宮城野保育園　　☎82－254３

幼　稚　園
箱 根 幼 稚 園　　☎8３－6159


